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１．事業者 

名称 社会福祉法人川岳福祉会 

所在地 熊本県八代市坂本町坂本１０７１番地 

電話番号 ０９６５－５３－７２７７ 

代表者名 理事長  光永 了円 

設立記念日 昭和４３年５月１日 

 

 

２．事業所 

名称 指定居宅介護支援事業所 一灯苑 

所在地 熊本県八代市坂本町坂本１０７１番地 

電話番号 ０９６５－３６－１０１５ 

介護保険事業所番号 ４３７２９００７３０ 

管理者 上村 美敏 

開設年月日 平成１５年１１月１４日 

 

 

３．事業所の概要 

（１）事業所の種類 ： 指定居宅介護支援事業所 

（２）事業の目的（運営規程 第１条） 

社会福祉法人川岳福祉会が開設する指定居宅介護支援事業所一灯苑（以下「事業所」とい

う。）が行う指定居宅介護支援の事業（以下「本事業」という）は、要介護者からの相談及び要介

護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、事業所の介護支援専門員が、本人や

家族の意向等を基に、サービスの種類、内容等を定めた居宅サービス計画を作成し、適正な指

定居宅介護支援の提供を行うことを目的とする。 

（３）事業所の運営方針 

本事業の運営にあたっては、次の事項に配慮するものとする。 

①利用者が、要介護状態になった場合においても、その者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保

健医療サービス及び福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供され

るよう配慮して行うものとする。 

③本事業所の介護支援専門員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ

て、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者等に

不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。 

④市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者

等、介護保険施設及び関係機関等との連携に努めるものとする。 

 

４．通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間 
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実施地域 八代市 

営業日 下記の休業日を除く毎日 

休業日 土曜日・日曜日・国民の祝祭日、１２月２９日～１月３日 

営業時間 ９：００ ～ １７：００ 

 

 

５．職員の体制及び職務の内容 

（１）職員の体制 

管理者 １名 

介護支援専門員 １名（利用者の状況等に応じて変更します。） 

※原則、利用者（要支援者の場合は数を３分の１にして計算します）が４４人（ケアプランデータ連

携システムを活用し、事務員を配置している場合は４９人）又はその端数を増すごとに介護支援専

門員を１人配置することとします。 

 

（２）職務の内容 

管理者 介護支援専門員その他従業者の管理、居宅介護支援の利用申し込みに係る調

整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。 

介護支援 

専門員 

要介護状態にあるご利用者及びその家族のご相談を受け、ご利用者がその心身

の状況等に応じて適切な居宅サービス等を利用できるよう、サービスの種類、内

容等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、サービスの提供が継続的か

つ計画的に確保されるよう居宅サービス事業者等、介護保険施設等との連絡調

整を行います。 
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６．本事業所が提供するサービスと利用料等 

（１）利用料その他の費用 

法定代理は無料、それ以外は全額又はサービス提供証明書を交付する。 

①利用料 

居宅介護支援費 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

介護支

援専門

員 １ 人

あ た り

の利用

者数 

（Ⅰ）４５件未

満 
１０，８６０円／月 １４，１１０円／月 

（Ⅱ）４５件以

上６０件未満 
５，４４０円／月 ７，０４０円／月 

（Ⅲ）６０件以

上 
３，２６０円／月 ４，２２０円／月 

上記料金に、特別地域居宅介護支援加算１５％が加算されます。 

初回加算 ３，０００円／月 ・新規に居宅サービス計画を作成する場合 

・要支援者が要介護認定を受け居宅サービ

ス計画を作成する場合 

・要介護区分状態が二区分以上変更され居

宅サービス計画を作成する場合 

入院時情報連携加算(Ⅰ) ２，５００円／月 入院後した日のうちに医療機関に必要な情

報提供をした場合 

入院時情報連携加算(Ⅱ) ２，０００円／月 入院後した日の翌日又は翌々日に医療機

関に必要な情報提供をした場合 

退院・退所加算 カンファレンス参加無 カンファレンス参加有 退院・退所にあたっ

て、医療機関等の

職員と面談し、必要

な情報提供を求め

その他の連携を行

った場合  

（Ⅰ）イ 
連携１回：４，５００円 

（Ⅰ）ロ 
連携１回：６，０００円 

（Ⅱ）イ 
連携２回：６，０００円 

（Ⅱ）ロ 
連携２回：７，５００円 

連携３回：無 
（Ⅲ） 
連携３回：９，０００円 

通院時情報連携加算 ５００円／月 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、

医師等に利用者の心身の状況や生活環境

等の必要な情報提供を行い、医師等から利

用者に関する必要な情報提供を受けた上

で、居宅サービス計画に記録した場合 

緊急時等居宅カンファレ

ンス加算 

２，０００円／回 病院又は診療所の求めにより、病院等の職

員とともに利用者の居宅を訪問し、カンファ

レンスを行い必要に応じて居宅サービス等

の利用調整を行った場合 一月に２回まで

算定可 

ターミナルケアマネジメン

ト加算 

４，０００円／月 死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上

在宅の訪問等を行い、利用者の心身の状

況を記録した上で、医師等に情報提供した
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場合 

減算 

同一建物に居住する利

用者へのケアマネジメン

ト 

×９５/１００ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外

の同一建物の利用者２０人以上に居宅介護

支援を行う場合 

高齢者虐待防止措置未

実施減算 

△１/１００ 虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置が講じられていない場合 

業務継続計画未策定減

算 

△１/１００ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の

業務継続計画が未策定の場合 

 

②交通費 

サービス実施地域（八代市）にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお伺いするための交通費が次のとおり必要となり

ます。 

移動手段 負担していただく交通費 

公共交通機関 実費 

自動車 実施地域を越えた地点から１㎞ごとに３５円 

③解約料 

[請求しない場合] 

利用者はいつでも契約を解約することができ、利用料は一切かかりません。 

[請求する場合] 

利用者のご都合による下記の解約をした場合、６（１）①の表に該当する利用料を頂きます。 

※契約後、居宅サービス計画作成段階途中で解約した場合 

※保険者（市町村）へ「給付管理票」を提出後に解約した場合は、利用料は一切かかりませ

ん。 

（２）サービス内容 

①居宅サービス計画の作成 

利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、

居宅サービス等その他の必要な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的

に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 

②事業所は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 

③居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等

に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族等に対して提供し

て、利用者にサービスの選択を求めます。 

④介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供され

るサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サ

ービス計画の原案を作成します。 

⑤介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービ

ス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等に

ついて利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定するものとしま
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す。 

（３）居宅サービス計画の作成の流れ 

①居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

・利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、利用者の

居宅を訪問し、面接した上で、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等と

の連絡調整を行います。 

・利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新認定等に必要な援助を行います。 

②居宅サービス計画の変更 

利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業所が居宅サービス計画の変更

が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更し

ます。 

③介護保険施設への紹介 

利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が

介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便

宜の提供を行います。 

 

７．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替（契約書第７条参照） 

①事業所からの介護支援専門員の交替 

事業所の都合により、介護支援専門員を交替することができます。 

介護支援専門員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じない

よう十分に配慮するものとします。 

②利用者からの申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上

不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して介護

支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員

の指名はできません。 

（３）事業者の紹介、選定について 

利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めるこ

とや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説

明を求めることができます。 

（４）医療機関等との連携について 

病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等

するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当す

る介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。 
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８．虐待の防止のための措置に関する事項 

（１）身体拘束等の適正化 

①利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体拘束等を行わないものとします。 

②身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない利用を記録するものとします。 

（２）高齢者虐待の防止の推進 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、介護支援専門員に周知徹底を図ることとします。 

②虐待の防止のための指針を整備することとします。 

③介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施するものとします。 

④前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこととします。 

 

９．事故発生時の対応方法（契約書第１１条参照） 

事業所の介護支援専門員その他の従業者は、居宅介護支援の提供により事故が発生した場

合は、速やかに保険者及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

事故が発生した際には、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。事業所に連絡

するとともに、利用者の主治医又は医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 

 

１０．守秘義務（契約書第１２条参照） 

（１）事業所の介護支援専門員その他の従業員は、居宅介護支援を提供する上で知り得た利用

者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。 

（２）この守秘義務は事業所の介護支援専門員その他の従業員の退職後も同様です。 

（３）事業所は個人情報の取り扱いについて、あらかじめ文書により利用者及び家族等に同意を

得るものとします。 

 

１１．損害賠償について（契約書第１３条参照） 

事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いた

します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の

置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる

場合があります。 

 

１２．苦情等の受付について（契約書第１８条参照） 

（１）苦情等の受付 

苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

（２）苦情等処理の方法 

○苦情等の受付 

苦情等受付担当者は、利用者からの苦情等を随時受け付けます。その際、次の事項を書面

に記入し、利用者に確認します。（内容、希望、第三者委員への報告の要否、第三者委員の
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話し合いへの立会い要否など） 

 

○苦情等受付の報告 

苦情等受付担当者は、受理した苦情等を苦情等解決責任者と第三者委員に報告します。 

○苦情等解決の話し合い 

苦情等解決責任者は、職員代表によるサービス向上委員会を別に組織し、十分検討の上、

利用者との話し合いによる解決に努めます。 

○苦情等申立窓口及び苦情等解決責任者 

苦情等解決責任者は、 坂本の里 一灯苑 苑長 光永了円  

○坂本の里一灯苑窓口 

指定居宅介護支援事業所 

一灯苑 

担当者 ： 管理者 上村美敏 

所 在 地 八代市坂本町坂本１０７１ 

連 絡 先 TEL （０９６５）３６－１０１５ 

       FAX （０９６５）５３－７２７８ 

受付時間 月～金曜日 午前９時～午後５時 

第三者委員（委託） 福山 恵美子 TEL ０９０－９０７１－８４５４ 

高丸 法子  TEL ０９６５－３３－４０７７ 

○その他の窓口 

八代市市役所 

介護保険課 

所 在 地 八代市松江城町１－２５ 

連 絡 先 TEL （０９６５）３２－１１７５ 

       FAX （０９６５）３３－８９８３ 

受付時間 月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

熊本県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

（市町村自治会館 5階） 

所 在 地 熊本市東区健軍２丁目４番１０号 

連 絡 先 TEL （０９６）２１４－１１０１ 

 FAX （０９６）２１４－１１０５ 

受付時間 月～金曜日 午前９時～午後５時 

熊本県福祉サービス運営適正化

委員会 

（熊本県社会福祉協議会内） 

所 在 地 熊本市中央区南千反畑町３番７号 

連 絡 先 TEL （０９６）３２４－５４７１ 

       FAX （０９６）３５５－５４４０ 

受付時間 月～金曜日 午前９時～午後５時 

 

１３．その他運営に関する重要事項 

（１）感染症対策の強化 

①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図るものとしま

す。 

②感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するものとします。 

③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施するものとします。 

（２）業務継続に向けた取り組み 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続
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的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続

計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

②介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するものとする。 

③指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うこととします。 

（３）他のサービス事業所との連携によるモニタリング 

①他のサービス事業所との連携に際し、利用者の同意を得ることとします。 

②サービス担当者会議において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者

の合意を得るものとします。 

 ァ）利用者の状態が安定していること。 

 ィ）利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある場合

も含む）。 

 ゥ）テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービ

ス事業者との連携により情報を収集すること。 

③少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること

とします。 

（５）事業所の運営規定の概要などの重要な情報が、インターネット上で閲覧できることとしま

す。 
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令和    年    月    日 

 

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説

明を行いました。 

 

事業所名 指定居宅介護支援事業所 一灯苑 

管理者名 上村 美敏 

説明者職名 介護支援専門員                ㊞ 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援

サービスの提供開始に同意しました。 

 

事業者住所 熊本県八代市坂本町坂本１０７１番地 

事業者名 社会福祉法人川岳福祉会 

 

代表者名 理 事 長   光永 了円     ㊞ 
 

 

利用者住所                                  

 

氏 名                            ㊞ 

 

家族代表住所                                 

 

氏 名                            ㊞ 

 

代理人住所                                  

 

氏 名                            ㊞ 

 


